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特
別

児
童

扶
養

手
当

支
給

に
か

か
る

判
定

相
談

（
計

の
再

掲
）

里
親

、
養

親
希

望
に

関
す

る
相

談

養
護

相
談

 保 健 相 談

障
  
　

害
　

　
相

　
　

談
非

行
相

談
育

　
成

　
相

　
談

　 そ の 他 の 相 談

（
岐

　
　

阜
　

　
県

　
　

計
）

計

２
　
相
談
種
類
別
・
年
齢
別
受
付
件
数

（
中

央
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 虐 待 相 談

そ の 他 の 相 談

肢 体 不 自 由 相 談

視 聴 覚 障 害 相 談

言 語 発 達 障 害 等 相 談

重 症 心 身 障 害 相 談

知 的 障 害 相 談

発 達 障 害 相 談

ぐ 犯 等 相 談

触 法 行 為 等 相 談

性 格 行 動 相 談

不 登 校 相 談

適 性 相 談

育 児 ・ し つ け 相 談

児 童 虐 待 通 告

い じ め 相 談

児 童 売 春 等 被 害 相 談
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養
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相
談

障
  
　

害
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談
 保 健 相 談

里
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、
養
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希

望
に

関
す
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相

談
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別
児
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養
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）

（
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談
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２
　
相
談
種
類
別
・
年
齢
別
受
付
件
数

（
西

濃
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 虐 待 相 談

そ の 他 の 相 談

肢 体 不 自 由 相 談

視 聴 覚 障 害 相 談

言 語 発 達 障 害 等 相 談

重 症 心 身 障 害 相 談

知 的 障 害 相 談

発 達 障 害 相 談

ぐ 犯 等 相 談

触 法 行 為 等 相 談

性 格 行 動 相 談

不 登 校 相 談

適 性 相 談

育 児 ・ し つ け 相 談

児 童 虐 待 通 告

い じ め 相 談

児 童 売 春 等 被 害 相 談
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育
　

成
　

相
　

談
 保 健 相 談

計
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特
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扶
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手
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支
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２
　
相
談
種
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別
・
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0
0

3
0

3
0

0
１

７
歳

3
3

0
0

0
0

0
2
5

0
1

0
5

0
0

0
3

4
0

3
0

0
１

８
歳

以
上

0
2

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

計
1
0
8

4
3

0
0

0
0

0
2
6
8

0
5

1
2
9

4
0

1
2
2

4
8
1

1
1
7

0
0

１
歳

６
ヶ

月
児

精
神

発
達

精
密

健
康

診
査

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
歳

児
精

神
発

達
精

密
健

康
診

査
（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1 5
福

祉
行

政
報

告
例

　
第

４
４

表

（
再

掲
）

計

育
　

成
　

相
　

談
　 そ の 他 の 相 談

非
行

相
談

里
親

、
養

親
希

望
に

関
す

る
相

談

養
護

相
談

 保 健 相 談

障
  
　

害
　

　
相

　
　

談

特
別

児
童

扶
養

手
当

支
給

に
か

か
る

判
定

相
談

（
計

の
再

掲
）

２
　

相
談

種
類

別
・

年
齢

別
受

付
件

数

―  40  ―



２
　
相
談
種
類
別
・
年
齢
別
受
付
件
数

（
東

濃
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 虐 待 相 談

そ の 他 の 相 談

肢 体 不 自 由 相 談

視 聴 覚 障 害 相 談

言 語 発 達 障 害 等 相 談

重 症 心 身 障 害 相 談

知 的 障 害 相 談

発 達 障 害 相 談

ぐ 犯 等 相 談

触 法 行 為 等 相 談

性 格 行 動 相 談

不 登 校 相 談

適 性 相 談

育 児 ・ し つ け 相 談

児 童 虐 待 通 告

い じ め 相 談

児 童 売 春 等 被 害 相 談

０
歳

1
3

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
2
1

1
0

0
0

１
歳

1
0

0
0

0
0

0
0

7
0

0
0

0
0

0
0

3
2
0

1
0

0
0

２
歳

1
0

2
0

0
0

0
0

8
0

0
0

0
0

0
0

5
2
5

1
1

0
0

３
歳

1
8

1
0

0
0

0
0

1
9

0
0

0
0

0
0

1
4

4
3

1
6

0
0

４
歳

1
7

1
0

0
0

0
0

3
5

0
0

0
0

0
0

1
2

5
6

1
6

0
0

５
歳

1
8

2
0

0
0

0
0

5
5

0
0

0
0

0
0

1
3

7
9

1
7

0
0

６
歳

2
2

1
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

1
1

7
5

2
0

0
0

７
歳

2
0

4
0

0
0

0
0

3
4

0
0

0
5

0
0

0
4

6
7

1
9

0
0

８
歳

1
8

1
0

0
0

0
0

4
0

2
0

0
2

0
0

0
4

6
7

1
7

0
0

９
歳

2
2

2
0

0
0

0
0

4
3

0
0

0
3

1
0

2
2

7
5

2
0

0
0

１
０

歳
2
0

1
0

0
0

0
0

2
1

0
0

0
4

0
0

0
6

5
2

2
1

0
0

１
１

歳
1
9

2
0

0
0

0
0

2
6

2
0

1
3

4
0

2
2

6
1

1
9

0
0

１
２

歳
2
1

4
0

0
0

0
0

3
0

7
0

4
6

3
0

1
8

8
4

1
7

0
0

１
３

歳
1
7

1
0

0
0

0
0

3
3

1
2

3
5

2
0

0
3

6
7

1
7

0
0

１
４

歳
1
4

0
0

0
0

0
0

4
5

0
2

0
4

2
0

1
0

6
8

1
5

0
0

１
５

歳
1
2

5
0

0
0

0
0

3
9

5
3

0
5

0
0

0
1

7
0

1
4

0
0

１
６

歳
1
8

3
0

0
0

0
0

1
9

3
1

0
2

1
0

0
6

5
3

1
8

0
0

１
７

歳
9

3
0

0
0

0
0

3
9

1
2

0
2

1
0

0
5

6
2

8
0

0
１

８
歳

以
上

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

2
0

0
0

計
2
9
8

3
7

0
0

0
0

0
5
4
3

2
1

1
0

8
4
2

1
4

0
1
0

6
4

1
,0

4
7

2
8
5

0
0

１
歳

６
ヶ

月
児

精
神

発
達

精
密

健
康

診
査

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
歳

児
精

神
発

達
精

密
健

康
診

査
（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0 2
福

祉
行

政
報

告
例

　
第

４
４

表

（
再

掲
）

計

 保 健 相 談

障
  
　

害
　

　
相

　
　

談
非

行
相

談

特
別

児
童

扶
養

手
当

支
給

に
か

か
る

判
定

相
談

（
計

の
再

掲
）

里
親

、
養

親
希

望
に

関
す

る
相

談

養
護

相
談

育
　

成
　

相
　

談
　 そ の 他 の 相 談

２
　
相
談
種
類
別
・
年
齢
別
受
付
件
数

（
飛

騨
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 虐 待 相 談

そ の 他 の 相 談

肢 体 不 自 由 相 談

視 聴 覚 障 害 相 談

言 語 発 達 障 害 等 相 談

重 症 心 身 障 害 相 談

知 的 障 害 相 談

発 達 障 害 相 談

ぐ 犯 等 相 談

触 法 行 為 等 相 談

性 格 行 動 相 談

不 登 校 相 談

適 性 相 談

育 児 ・ し つ け 相 談

児 童 虐 待 通 告

い じ め 相 談

児 童 売 春 等 被 害 相 談

０
歳

6
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
2

6
0

0
１

歳
6

2
0

0
0

0
0

5
0

0
0

0
0

0
0

2
1
5

8
0

0
２

歳
4

0
0

0
0

0
0

8
0

0
0

0
0

0
0

1
1
3

4
0

0
３

歳
4

0
0

0
0

0
0

1
5

0
0

0
0

0
0

0
1

2
0

5
0

0
４

歳
3

1
0

0
0

0
0

8
0

0
0

0
0

0
1

1
1
4

4
0

0
５

歳
9

1
0

0
0

0
0

2
7

0
0

0
0

0
0

0
1

3
8

9
0

0
６

歳
6

1
0

0
0

0
0

9
0

0
0

2
0

0
0

0
1
8

6
0

0
７

歳
7

5
0

0
0

0
0

1
7

0
0

0
3

0
0

0
2

3
4

9
0

0
８

歳
8

3
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
3

1
0

0
3

2
9

8
0

0
９

歳
1
5

1
0

0
0

0
0

6
0

0
0

0
0

0
0

2
2
4

1
6

0
0

１
０

歳
5

2
0

0
0

0
0

5
0

1
1

1
0

0
0

1
1
6

6
0

0
１

１
歳

5
2

0
0

0
0

0
2
2

0
0

0
3

0
0

0
1

3
3

6
0

0
１

２
歳

9
2

0
0

0
0

0
1
7

0
0

0
1

1
0

0
0

3
0

9
0

0
１

３
歳

5
4

0
0

0
0

0
2
8

0
0

0
2

0
0

0
1

4
0

5
0

0
１

４
歳

8
0

0
0

0
0

0
2
6

0
0

0
6

2
0

0
1

4
3

8
0

0
１

５
歳

2
6

0
0

0
0

0
1
8

0
1

0
2

0
0

0
0

2
9

2
0

0
１

６
歳

3
4

0
0

0
0

0
2
0

0
2

0
1

0
0

0
0

3
0

3
0

0
１

７
歳

3
3

0
0

0
0

0
2
5

0
1

0
5

0
0

0
3

4
0

3
0

0
１

８
歳

以
上

0
2

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

計
1
0
8

4
3

0
0

0
0

0
2
6
8

0
5

1
2
9

4
0

1
2
2

4
8
1

1
1
7

0
0

１
歳

６
ヶ

月
児

精
神

発
達

精
密

健
康

診
査

（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

３
歳

児
精

神
発

達
精

密
健

康
診

査
（
再

掲
）

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
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福

祉
行

政
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告
例

　
第

４
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表

（
再

掲
）

計

育
　

成
　

相
　

談
　 そ の 他 の 相 談

非
行

相
談

里
親

、
養

親
希

望
に

関
す

る
相

談

養
護

相
談

 保 健 相 談

障
  
　

害
　

　
相

　
　

談

特
別

児
童

扶
養

手
当

支
給

に
か

か
る

判
定

相
談

（
計

の
再

掲
）

２
　

相
談

種
類

別
・

年
齢

別
受

付
件

数
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３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(岐
　
　
阜
　
　
県
　
　
計
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

2
,5

8
4

2
1
9

3
4

1
2

0
9

0
2
6

0
0

4
0

1
0

0
1
3

0
4
5

2
,9

8
2

0
2
8
2

1
そ
の
他
の
相
談

3
8
2

7
8

2
4

7
0

1
7

0
1
5

0
0

2
2

1
0

0
1
8

4
9
6

6
6
3

0
1
1
3

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
7

0
3

0
視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
言
語
発
達
障
害
等
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
重
症
心
身
障
害
相
談

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1
9

1
2
5

0
3

0
知
的
障
害
相
談

2
,3

4
8

0
0

0
0

0
0

0
4
4

0
0

0
0

0
0

0
1
,7

6
8

4
,1

6
0

0
2
2
6

0
発
達
障
害
等
相
談

2
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
5

0
0

0
ぐ
犯
等
相
談

4
4

9
4

1
0

0
0

0
0

6
1

1
0

0
0

2
0

3
7
0

0
1
1

0
触
法
行
為
等
相
談

1
5

1
5

1
3

0
0

0
0

0
3
2

1
0

0
0

0
3

0
9

7
9

0
1
3

0
性
格
行
動
相
談

2
0
6

4
6

1
0

0
0

0
0

0
0

1
6

0
0

0
0

0
1
1

2
8
0

0
3
2

0
不
登
校
相
談

3
6

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

3
9

0
1

0
適
性
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

1
0
5

1
1
0

1
1

0
育
児
・
し
つ
け
相
談

2
7

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

3
0

0
1

0
6
1

4
2
6

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
1

0
3
2
4

4
2
0

0
1
3

0
5
,7

3
4

3
7
1

1
0
1

2
3

0
2
7

0
4
1

4
9

3
9

7
5

3
0

0
3
2

5
3
0

2
,3

6
7

8
,8

9
4

1
6
9
9

1

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委 託

児
童
福
祉
施
設

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

市 町 村 指 導 委 託

　
保
　
健
　
相
　
談

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知 （ 知

的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会 福 祉 主

事 指 導 を 含 む ）

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

里 　 親 　 委 　 託

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に よ

る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

計

訓 戒 ・ 誓 約

面
　
接
　
指
　
導

入   所

養 護
相 談

再 掲

　
計

　
そ
の
他
の
相
談

育 成 相 談

非 行
相 談

障 害 相 談

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契 約

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

市 町 村 送 致

３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(中
央
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

1
3
4
3

7
4

1
6

3
0

0
0

1
4

0
0

1
6

0
0

0
1
0

0
2
2

1
,4

9
8

0
1
1
5

0

そ
の
他
の
相
談

2
1
8

3
3

1
5

2
0

5
0

9
0

0
1
0

0
0

0
1
1

0
4
7

3
5
0

0
4
3

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
3

0
2

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1
4

1
2
0

0
2

0

知
的
障
害
相
談

1
0
1
3

0
0

0
0

0
0

0
2
8

0
0

0
0

0
0

0
8
3
3

1
,8

7
4

0
1
0
3

0

発
達
障
害
等
相
談

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

2
2

1
2

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

1
0

0
3
0

0
2

0

触
法
行
為
等
相
談

7
4

1
0

0
0

0
0

0
1
8

0
0

0
0

0
3

0
3

3
6

0
6

0

性
格
行
動
相
談

9
8

1
8

5
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

1
1
2
5

0
1
2

0

不
登
校
相
談

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

0
1

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
3

5
3

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0

2
1

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1
7
8

2
0
4

0
3

0

2
,7

3
4

1
3
1

4
2

5
0

5
0

2
3

2
9

2
2

3
0

0
0

0
2
2

4
1
7

1
,1

3
9

4
,2

0
3

0
2
8
9

0

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

児
童
福
祉
施
設

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に

よ る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知

（ 知 的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会

福 祉 主 事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談

計

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

入   所

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
里 　 親 　 委 　 託

障 害 相 談

非 行
相 談

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談 　
計

再 掲

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約
施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　

相
談

種
類

別
対

応
件

数
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３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(中
央
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

1
3
4
3

7
4

1
6

3
0

0
0

1
4

0
0

1
6

0
0

0
1
0

0
2
2

1
,4

9
8

0
1
1
5

0

そ
の
他
の
相
談

2
1
8

3
3

1
5

2
0

5
0

9
0

0
1
0

0
0

0
1
1

0
4
7

3
5
0

0
4
3

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
3

0
2

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1
4

1
2
0

0
2

0

知
的
障
害
相
談

1
0
1
3

0
0

0
0

0
0

0
2
8

0
0

0
0

0
0

0
8
3
3

1
,8

7
4

0
1
0
3

0

発
達
障
害
等
相
談

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

2
2

1
2

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

1
0

0
3
0

0
2

0

触
法
行
為
等
相
談

7
4

1
0

0
0

0
0

0
1
8

0
0

0
0

0
3

0
3

3
6

0
6

0

性
格
行
動
相
談

9
8

1
8

5
0

0
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
0

1
1
2
5

0
1
2

0

不
登
校
相
談

5
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

0
1

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
3

5
3

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0

2
1

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1
7
8

2
0
4

0
3

0

2
,7

3
4

1
3
1

4
2

5
0

5
0

2
3

2
9

2
2

3
0

0
0

0
2
2

4
1
7

1
,1

3
9

4
,2

0
3

0
2
8
9

0

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

児
童
福
祉
施
設

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に

よ る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知

（ 知 的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会

福 祉 主 事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談

計

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

入   所

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
里 　 親 　 委 　 託

障 害 相 談

非 行
相 談

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談 　
計

再 掲

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約
施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　

相
談

種
類

別
対

応
件

数
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３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(西
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

3
8
7

2
6

3
4

0
0

0
6

0
0

9
0

0
0

0
0

1
2

4
4
7

0
3
7

0

そ
の
他
の
相
談

8
4

1
6

1
1

0
4

0
2

0
0

6
0

0
0

2
1

1
7

1
3
4

0
2
2

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
3

0
0

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0

知
的
障
害
相
談

4
0
8

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
2
5
4

6
6
3

0
3
5

0

発
達
障
害
等
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

7
1

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
1

1
1

0
4

0

触
法
行
為
等
相
談

0
3

0
2

0
0

0
0

0
1
1

1
0

0
0

0
0

0
4

2
1

0
1

0

性
格
行
動
相
談

4
0

6
0

0
0

0
0

0
0

1
3

0
0

0
0

0
3

5
3

0
6

0

不
登
校
相
談

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
2

0
0

0

適
性
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
0

0
0

0
0

2
6

3
1

1
1

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

9
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
0

0
1

0

8
0

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
5

5
7

0
4

0

9
5
8

5
2

9
7

0
4

0
8

5
1
4

1
9

0
0

0
2

0
5

3
6
2

1
,4

4
5

1
1
1
1

0

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知 （ 知

的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会 福 祉 主

事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に よ

る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

計

助 言 指 導

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

里 　 親 　 委 　 託

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談

児
童
福
祉
施
設

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
入   所

通   所

障 害 相 談

非 行
相 談

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談 　
計

再 掲

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約
市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(中
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

4
9
9

9
0

1
2

4
0

6
0

5
0

0
4

0
0

0
1

0
1
0

6
3
1

0
7
0

1

そ
の
他
の
相
談

4
7

1
6

3
1

0
3

0
4

0
0

4
1

0
0

3
1

2
1

1
0
3

0
7

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
4

0
1

0

知
的
障
害
相
談

5
1
6

0
0

0
0

0
0

0
8

0
0

0
0

0
0

0
2
9
0

8
1
4

0
5
0

0

発
達
障
害
等
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

4
5

0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
2

1
4

0
3

0

触
法
行
為
等
相
談

4
6

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

0
2

1
5

0
3

0

性
格
行
動
相
談

1
8

1
1

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
3
6

0
5

0

不
登
校
相
談

2
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6

2
6

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

6
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
0

0
1
2

2
1
1

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
4
5

7
4

0
5

0

1
,1

1
1

1
3
0

3
0

6
0

1
0

0
9

8
3

1
3

2
0

0
4

1
6

4
0
0

1
,7

3
1

0
1
4
5

1

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

児
童
福
祉
施
設

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に

よ る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知

（ 知 的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会

福 祉 主 事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談

計

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

入   所

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
里 　 親 　 委 　 託

障 害 相 談

非 行
相 談

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談 　
計

再 掲

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　

相
談

種
類

別
対

応
件

数
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３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(中
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

4
9
9

9
0

1
2

4
0

6
0

5
0

0
4

0
0

0
1

0
1
0

6
3
1

0
7
0

1

そ
の
他
の
相
談

4
7

1
6

3
1

0
3

0
4

0
0

4
1

0
0

3
1

2
1

1
0
3

0
7

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
0

0
0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
1

0
1

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
4

0
1

0

知
的
障
害
相
談

5
1
6

0
0

0
0

0
0

0
8

0
0

0
0

0
0

0
2
9
0

8
1
4

0
5
0

0

発
達
障
害
等
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

4
5

0
1

0
0

0
0

0
0

1
1

0
0

0
1

0
2

1
4

0
3

0

触
法
行
為
等
相
談

4
6

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0
0

0
0

0
2

1
5

0
3

0

性
格
行
動
相
談

1
8

1
1

3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
3
6

0
5

0

不
登
校
相
談

2
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

0
0

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
6

2
6

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

6
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
0

0
1
2

2
1
1

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0
0

0
4
5

7
4

0
5

0

1
,1

1
1

1
3
0

3
0

6
0

1
0

0
9

8
3

1
3

2
0

0
4

1
6

4
0
0

1
,7

3
1

0
1
4
5

1

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

児
童
福
祉
施
設

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に

よ る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知

（ 知 的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会

福 祉 主 事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談

計

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

入   所

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
里 　 親 　 委 　 託

障 害 相 談

非 行
相 談

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談 　
計

再 掲

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　

相
談

種
類

別
対

応
件

数
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３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(東
濃
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

2
6
8

1
8

1
1

0
1

0
1

0
0

7
1

0
0

1
0

1
2
9
9

0
5
0

0

そ
の
他
の
相
談

1
5

4
2

2
0

5
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
9

4
0

0
3
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

知
的
障
害
相
談

2
9
0

0
0

0
0

0
0

0
7

0
0

0
0

0
0

0
2
5
2

5
4
9

0
2
1

0

発
達
障
害
等
相
談

1
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

2
1

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

9
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
2

0

触
法
行
為
等
相
談

4
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
0

3
0

性
格
行
動
相
談

3
3

4
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3

4
2

0
4

0

不
登
校
相
談

1
3

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

1
5

0
0

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
1
7

0
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3
8

6
3

0
1

0

6
7
8

2
8

1
4

3
0

6
0

1
7

0
7

1
0

0
3

0
1

3
0
7

1
,0

5
5

0
1
1
1

0

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

通   所

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に

よ る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

計

助 言 指 導

継 続 指 導

里 　 親 　 委 　 託

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知

（ 知 的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会

福 祉 主 事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

児
童
福
祉
施
設

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
入   所

養 護
相 談

他 機 関 あ っ せ ん

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

　
保
　
健
　
相
　
談

障 害 相 談

非 行
相 談

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談 　
計

再 掲

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約
施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(飛
騨
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

8
7

1
1

2
0

0
2

0
0

0
0

4
0

0
0

1
0

0
1
0
7

0
1
0

0

そ
の
他
の
相
談

1
8

9
3

1
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

1
2

3
6

0
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

知
的
障
害
相
談

1
2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
3
9

2
6
0

0
1
7

0

発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

2
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

触
法
行
為
等
相
談

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

性
格
行
動
相
談

1
7

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
4

0
5

0

不
登
校
相
談

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
8

2
2

0
0

0

2
5
3

3
0

6
2

0
2

0
0

0
0

6
0

0
0

1
0

1
1
5
9

4
6
0

0
4
3

0

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

入   所

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
里 　 親 　 委 　 託

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託
計

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知 （ 知

的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会 福 祉 主

事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

児
童
福
祉
施
設

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に よ

る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談 　
計

再 掲障 害 相 談

非 行
相 談

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　

相
談

種
類

別
対

応
件

数
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３
　
相
談
種
類
別
対
応
件
数

(飛
騨
子
ど
も
相
談
セ
ン
タ
ー
）

法 第 ２ ７ 条 の ３ に よ る

家 庭 裁 判 所 送 致 （ 再

掲 ）

児
童
虐
待
相
談

8
7

1
1

2
0

0
2

0
0

0
0

4
0

0
0

1
0

0
1
0
7

0
1
0

0

そ
の
他
の
相
談

1
8

9
3

1
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

1
2

3
6

0
1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

肢
体
不
自
由
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

視
聴
覚
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

言
語
発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

重
症
心
身
障
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

知
的
障
害
相
談

1
2
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
3
9

2
6
0

0
1
7

0

発
達
障
害
等
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

ぐ
犯
等
相
談

2
2

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
0

0
0

触
法
行
為
等
相
談

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

性
格
行
動
相
談

1
7

7
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
4

0
5

0

不
登
校
相
談

4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4

0
0

0

適
性
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

育
児
・
し
つ
け
相
談

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
3

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
8

2
2

0
0

0

2
5
3

3
0

6
2

0
2

0
0

0
0

6
0

0
0

1
0

1
1
5
9

4
6
0

0
4
3

0

い
じ
め
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

児
童
売
春
等
被
害
相
談

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
５
表

対
　
　
　
　
応
　
　
　
件
　
　
　
数
　
（
年
　
　
度
　
　
中
）

入   所

通   所

指 定 発 達 支 援 医 療 機 関 委

託
里 　 親 　 委 　 託

面
　
接
　
指
　
導

児 童 福 祉 司 指 導

児 童 委 員 指 導

児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー

指 導 ・ 指 導 委 託
計

助 言 指 導

継 続 指 導

他 機 関 あ っ せ ん

福 祉 事 務 所 送 致 又 は 通 知 （ 知

的 障 害 者 福 祉 司 ･ 社 会 福 祉 主

事 指 導 を 含 む ）

訓 戒 ・ 誓 約

児
童
福
祉
施
設

法 第 2 7 条 第 1 項 第 4 号 に よ

る 家 庭 裁 判 所 送 致

そ  の  他

育 成 相 談

　
そ
の
他
の
相
談

養 護
相 談 　
保
　
健
　
相
　
談 　
計

再 掲障 害 相 談

非 行
相 談

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

障 害 児 施 設 等 へ の 利 用 契

約

未 処 理 件 数 （ 年 度 末 現 在 ）

施 設 入 所 待 機 （ 再 掲 ）

市 町 村 指 導 委 託

市 町 村 送 致

３
　

相
談

種
類

別
対

応
件

数
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４
　
措
置
停
止
・
措
置
中
等
の
調
査
・
診
断
・
指
導
と
措
置
解
除

（
措
置
停
止
・
措
置
中
の
調
査
・
診
断
・
指
導
）

（
措
置
解
除
）

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
計

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
計

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
計

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
計

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
計

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
計

家
庭
復
帰

1
2
4
1
2
4
2
3
7
0
7
1
2
1
7
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

社
会
的
自
立

2
0
4
4
1
1
1
1
2
3
3
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1

そ
　
の
　
他

1
0
3
4
2
2
2
1
1
6
7
4
1
0
2
8
2
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
0
4

福
祉
行
政
報
告
例
　
　
第
４
６
表

2
,3
5
7 0

3
2
0

2
,1
0
1

4
8

4
4
6

2
,0
0
9 0

2
2
5

9
,8
1
1

4
2

9
7
9

1
3
1

調
査
・
診
断
・
指
導

計

2
,2
6
7

4
2

2
,4
1
2 0

中
濃

東
濃

7
6
6 0

0

1
1 0 1

0

計

6

8 0

東
濃

飛
騨

1
1 0

5
0

0

区
　
　
　
分

飛
騨

措
　
　
置
　
　
停
　
　
止

9 0

9 0

中
央

西
濃

区
　
　
分

養
　
　
　
　
　
　
　
護

児
童
福
祉
施
設

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関

障
害
者
支
援
施
設

里
親

中
央

西
濃

中
濃

障
　
　
　
害

育
　
　
　
成

非
　
　
　
行

保
健
･そ

の
他

相
　
　
　
　
談
　
　
　
　
種
　
　
　
　
　
類

児
　
童
　
虐
　
待

そ
　
の
　
他

４
　

措
置

停
止

・
措

置
中

等
の

調
査

・
診

断
・

指
導

と
措

置
解

除
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５
　
一
時
保
護
児
童
・
受
付
及
び
処
理
件
数

（
所

内
保

護
分

）
（
岐

阜
県

計
）

児
童

虐
待

6
1
4

4
5

3
3

2
2

1
7

1
6

0
6
1

2
8

1
1
3

2
,2

4
8

7

そ
の

他
1

3
6

8
8

2
1

2
0

9
1
1

2
5

4
9
5

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

1
6

2
1

2
2

1
0

1
2

2
9

8
7
3

1
3

0
5

1
4

3
2

0
0

0
1
4

6
2
2

5
6
8

3
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
3
6

0
1
1

1
7

5
6

6
9

4
9

2
3

3
1
0

2
9
5

5
7

1
9
0

4
,2

2
0

1
2

8
6
6

1
2
0

1
8
8

4
7

1
,9

2
2

1
,0

7
7

4
,2

2
0

（
委

託
保

護
分

）
（
岐

阜
県

計
）

児 童 養 護 施 設

乳 　 児 　 院

児 童 自 立 支 援 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

障 害 児 入 所 施 設

そ の 他 の 施 設

児
童

虐
待

9
6
0

4
4

2
4

1
2

0
7
6

1
1

0
2

4
0

2
3

1
9

1
3
5

4
,7

7
6

1
4

3
5

1
1

7
1

6
4

1
7

1
3
5

そ
の

他
6

5
4

2
8

4
1
2

0
2
5

4
0

0
9

0
4
4

1
0

9
2

3
,1

0
6

1
2

8
1
0

5
0

3
7

3
2

9
2

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
4

0
0

0
0

1
1

0
0

1
1

4
1
2
5

0
1

0
0

0
2

1
4

0
2

1
6

1
0

2
0

0
4

0
0

0
2

8
2
3
1

2
2

0
2

0
2

2
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
5

1
1
6

7
3

3
8

2
6

0
1
0
3

1
5

1
7

1
4

0
6
8

3
2

2
4
0

8
,2

3
9

2
8

4
7

2
1

1
4

1
1
0
5

5
2

2
4
0

0
3
,3

0
6

1
,2

9
5

4
2
2
7

3
7
7

0
2
,1

0
7

9
2
3

8
,2

3
9

福
祉

行
政

報
告

例
　

第
４

７
表

を
基

に
作

成

延
　

日
　

数

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

育
　

  
　

成
保

健
･そ

の
他

児 童 福 祉 施 設 入 所

1
5

歳 以 上

養 護

計

前 年 度 末 継 続 保 護

受
付

（
年

度
中

）
処

　
　

　
理

（
年

度
中

）
0 ｜ 5 歳

6 ｜ 1
1

歳

1
2

｜ 1
4

歳

帰 　 　 　 宅

そ 　 の 　 他
計

保
健

･そ
の

他
計

延
　

日
　

数

計

養 護

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

育
　

  
　

成

警 　 察 　 等

委
　

託
　

解
　

除
（
年

度
中

）
0 ｜ 5 歳

計

延 　 日 　 数

年 度 末 継 続 委 託 保 護

児 童 福 祉 施 設 入 所

里 　 親 　 委 　 託

6 ｜ 1
1

歳

他 の 児 童 相 談 所 ･ 機

関 に 移 送処
　

　
　

理
（
年

度
中

）
家 庭 裁 判 所 送 致

帰 　 　 　 宅

年 度 末 継 続 保 護 そ 　 の 　 他

そ 　 の 　 他

里 　 　 　 親

児
童

福
祉

施
設

里 　 親 　 委 　 託

他 の 児 童 相 談 所 ･

機 関 に 移 送

家 庭 裁 判 所 送 致

延 　 日 　 数

前 年 度 末 継 続 委 託 保 護

1
2

｜ 1
4

歳

1
5

歳 以 上

委
託

（
年

度
中

）

５
　

一
時

保
護

児
童

・
受

付
及

び
処

理
件

数
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５
　
一
時
保
護
児
童
・
受
付
及
び
処
理
件
数

（
所

内
保

護
分

）
（
中

央
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児
童

虐
待

6
1
4

4
4

3
2

2
2

1
7

1
6

0
5
9

2
8

1
1
1

2
,2

4
4

7

そ
の

他
1

3
6

8
7

2
1

2
0

9
1
0

2
4

4
9
4

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

1
1

2
1

2
2

9
9

2
5

8
6
7

1
3

0
5

1
3

3
2

0
0

0
1
3

6
2
1

5
6
6

3
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
3
6

0
1
1

1
7

5
5

6
7

4
3

2
3

3
1
0

2
9
1

5
3

1
8
2

4
,2

0
7

1
2

8
6
6

1
2
0

1
8
8

4
7

1
,9

1
3

1
,0

7
3

4
,2

0
7

（
委

託
保

護
分

）
（
中

央
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 養 護 施 設

乳 　 児 　 院

児 童 自 立 支 援 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

障 害 児 入 所 施 設

そ の 他 の 施 設

児
童

虐
待

1
3
0

1
5

8
1

0
2
2

5
0

0
1

0
1
7

5
5
0

1
,8

0
2

5
9

9
3

0
1
9

1
0

5
0

そ
の

他
2

4
2

6
0

7
0

1
5

2
0

0
5

0
2
6

3
5
1

1
,9

6
5

6
5

6
3

0
1
9

1
8

5
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

0
0

1
1

0
1

0
0

0
0

0
1

0
0

0
3

0
0

0
0

0
1

0
0

1
1

3
1
2
1

0
1

0
0

0
2

0
3

0
0

1
3

1
0

1
0

0
2

0
0

0
2

5
1
3
9

0
1

0
2

0
2

0
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
7
2

2
2

1
4

1
0

0
3
8

7
0

3
7

0
4
4

1
1

1
1
0

4
,0

2
8

1
1

1
7

1
5

8
0

4
2

2
8

1
1
0

0
1
,6

0
9

3
1
5

0
9
5

1
8
9

0
1
,4

7
3

3
4
7

4
,0

2
8

福
祉

行
政

報
告

例
　

第
４

７
表

を
基

に
作

成

年 度 末 継 続 保 護

他 の 児 童 相 談 所 ･

機 関 に 移 送
計

0 ｜ 5 歳

6 ｜ 1
1

歳

1
2

｜ 1
4

歳

里 　 親 　 委 　 託

育
　

  
　

成
保

健
･そ

の
他

計

延 　 日 　 数

帰 　 　 　 宅

そ 　 の 　 他

養 護

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

家 庭 裁 判 所 送 致

計

延 　 日 　 数

警 　 察 　 等

児
童

福
祉

施
設

里 　 　 　 親

前 年 度 末 継 続 保 護

受
付

（
年

度
中

）
処

　
　

　
理

（
年

度
中

）
1
5

歳 以 上

児 童 福 祉 施 設 入 所

0 ｜ 5 歳

6 ｜ 1
1

歳

1
2

｜ 1
4

歳

1
5

歳 以 上

帰 　 　 　 宅

延
　

日
　

数

前 年 度 末 継 続 委 託 保 護

委
託

（
年

度
中

）
委

　
託

　
解

　
除

（
年

度
中

）
そ 　 の 　 他

計

養 護

児 童 福 祉 施 設 入 所

里 　 親 　 委 　 託

他 の 児 童 相 談 所 ･

機 関 に 移 送

家 庭 裁 判 所 送 致

年 度 末 継 続 委 託 保 護

処
　

　
　

理
（
年

度
中

）
そ 　 の 　 他

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

育
　

  
　

成
保

健
･そ

の
他

計
延

　
日

　
数

５
　

一
時

保
護

児
童

・
受

付
及

び
処

理
件

数
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５
　
一
時
保
護
児
童
・
受
付
及
び
処
理
件
数

（
所

内
保

護
分

）
（
中

央
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児
童

虐
待

6
1
4

4
4

3
2

2
2

1
7

1
6

0
5
9

2
8

1
1
1

2
,2

4
4

7

そ
の

他
1

3
6

8
7

2
1

2
0

9
1
0

2
4

4
9
4

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

1
3

1
1

2
1

2
2

9
9

2
5

8
6
7

1
3

0
5

1
3

3
2

0
0

0
1
3

6
2
1

5
6
6

3
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
3
6

0
1
1

1
7

5
5

6
7

4
3

2
3

3
1
0

2
9
1

5
3

1
8
2

4
,2

0
7

1
2

8
6
6

1
2
0

1
8
8

4
7

1
,9

1
3

1
,0

7
3

4
,2

0
7

（
委

託
保

護
分

）
（
中

央
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 養 護 施 設

乳 　 児 　 院

児 童 自 立 支 援 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

障 害 児 入 所 施 設

そ の 他 の 施 設
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里 　 親 　 委 　 託

他 の 児 童 相 談 所 ･

機 関 に 移 送

家 庭 裁 判 所 送 致

年 度 末 継 続 委 託 保 護

処
　

　
　

理
（
年

度
中

）
6 ｜ 1
1

歳

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

育
　

  
　

成
保

健
･そ

の
他

計
延

　
日

　
数

（
所

内
保

護
分

）
（
飛

騨
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児
童

虐
待

0
0

1
1

0
0

0
0

0
2

0
2

4
0

そ
の

他
0

0
0

0
1

0
0

0
0

0
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5

0
0

0
0

1
3

4
6

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

2
6

0
0

0
0

4
4

8
1
3

0
0

0
0

0
9

4
1
3

（
委

託
保

護
分

）
（
飛

騨
子

ど
も

相
談

セ
ン

タ
ー

）

児 童 養 護 施 設

乳 　 児 　 院

児 童 自 立 支 援 施 設

児 童 心 理 治 療 施 設

障 害 児 入 所 施 設

そ の 他 の 施 設

児
童

虐
待

3
4

8
4

0
0

1
6

1
0

0
0

0
0

2
1
9

3
8
4

0
4

1
0

0
1
3

1
1
9

そ
の

他
1

4
2
0

1
1

0
3

0
0

0
3

0
1
3

3
2
2

3
5
4

5
1

0
0

0
8

1
3

2
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
8

2
8

5
1

0
1
9

1
0

0
3

0
1
3

5
4
1

7
3
8

5
5

1
0

0
2
1

1
4

4
1

0
3
1
5

6
1

0
0

1
2
0

0
1
1
6

1
2
6

7
3
8

福
祉

行
政

報
告

例
　

第
４

７
表

を
基

に
作

成

延
　

日
　

数

保
健

･そ
の

他
計

養 護

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

育
　

  
　

成

延 　 日 　 数

処
　

　
　

理
（
年

度
中

）
家 庭 裁 判 所 送 致

計

児 童 福 祉 施 設 入 所

帰 　 　 　 宅

そ 　 の 　 他

年 度 末 継 続 保 護

他 の 児 童 相 談 所 ･

機 関 に 移 送

里 　 親 　 委 　 託

0 ｜ ５ 歳

6 ｜ 1
1

歳

受
付

（
年

度
中

）
1
2

｜ 1
4

歳

1
5

歳 以 上

前 年 度 末 継 続 保 護 前 年 度 末 継 続 委 託 保 護

委
託

（
年

度
中

）
委

　
託

　
解

　
除

（
年

度
中

）

計

延 　 日 　 数

警 　 察 　 等

児
童

福
祉

施
設

里 　 　 　 親

そ 　 の 　 他

0 ｜ ５ 歳

6 ｜ 1
1

歳

1
2

｜ 1
4

歳

1
5

歳 以 上

帰 　 　 　 宅

そ 　 の 　 他
計

養 護

児 童 福 祉 施 設 入 所

里 　 親 　 委 　 託

他 の 児 童 相 談 所 ･

機 関 に 移 送

家 庭 裁 判 所 送 致

年 度 末 継 続 委 託 保 護

処
　

　
　

理
（
年

度
中

）

計
延

　
日

　
数

障
  

　
　

害
非

　
  

　
行

育
　

  
　

成
保

健
･そ

の
他
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６
　
児
童
相
談
所
に
お
け
る
調
査
・診
断
及
び
心
理
療
法
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等

岐
　
阜
　
県
　
計

診 察 ･ 指 導

医 学 的 検 査

そ 　 の 　 他

知 能 検 査

発 達 検 査

人 格 検 査

そ の 他 の 検 査

面 接 ・ 観 察 ・ 指 導

医 　 　 師

心 理 判 定 員 等

児 童 福 祉 司 等

そ の 他 の 所 員

児
　
　
　
　
童

1
0
,
6
3
7

6
0

0
1
,
8
2
4

3
9
0

2
3
2

9
7

5
,
9
4
5

0
1
1

2
1
5

0

　
（
再
掲
）
児
童
虐
待

7
,
0
9
5

4
0

0
1
7
7

5
1

1
2
3

4
6

2
,
9
1
9

0
8

0
7

0

　
（
再
掲
）
非
行

5
0
5

0
0

0
2
6

2
4
1

6
1
6
4

0
2

0
0

0

保
　
護
　
者

1
3
,
3
6
2

5
0

0
5

6
1

2
1

4
,
6
0
2

0
5

1
1
9

0

　
（
再
掲
）
児
童
虐
待

8
,
9
9
2

2
0

0
3

0
0

9
1
,
7
5
4

0
3

0
1
0

0

　
（
再
掲
）
非
行

4
4
9

1
0

0
0

0
0

1
1
6
7

0
2

0
0

0

そ
　
の
　
他

2
4
,
1
9
3

5
1

0
0

9
6

0
3
0

1
,
6
7
4

0
2

1
0

0

　
（
再
掲
）
児
童
虐
待
1
4
,
9
8
8

2
3

0
0

7
5

0
2
6

9
5
6

0
2

0
0

0

　
（
再
掲
）
非
行

8
1
1

4
0

0
0

0
0

0
6
4

0
0

0
0

0

計
4
8
,1
9
2

6
2

0
0

1
,8
3
8

4
0
2

2
3
3

1
4
8

1
2
,2
2
1

0
1
8

4
3
4

0

　
（
再
掲
）
児
童
虐
待

3
1
,0
7
5

2
9

0
0

1
8
7

5
6

1
2
3

8
1

5
,6
2
9

0
1
3

0
1
7

0

　
（
再
掲
）
非
行

1
,7
6
5

5
0

0
2
6

2
4
1

7
3
9
5

0
4

0
0

0

福
祉
行
政
報
告
例
　
第
４
８
表

調 査 ・ 社 会 診 断 指 導

そ の 他 の 診 断 指 導

心
理
療
法
･カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等

医
学
的
診
断
指
導

心
理
診
断
指
導

７　養護相談の理由別処理件数
岐　阜　県　計

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 16 0 0 5 182 0 3 46 8 15 0 5 4 186 0 0 29 11 256 14 1 0 8 25 1 14 31 10 5 43 49 16

性的虐待 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 11 1 0 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 2

心理的虐待 21 0 0 2 168 1 5 48 6 5 0 6 10 727 0 0 29 13 230 5 0 0 13 28 0 10 33 33 32 125 29 38
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 17 4 0 2 51 3 2 7 5 3 0 0 0 47 0 0 44 1 41 1 0 0 0 0 0 5 3 4 13 54 2 31

計 55 4 0 9 406 4 10 101 19 24 0 11 14 971 1 0 103 25 539 21 1 0 21 53 1 29 68 50 52 222 81 87

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 2,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

法第47条第5項の勧告

0

0 0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

0 0 0 0

0 0

157

147

983 42 1,617 340 2,982

164
38 0 102 17
43 1 95 25

163
28 0 99 20
37 1 111 14

計

23 0 85 32 140

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

1

計

2,982

実父以外の父親

203

実母

1,295

その他

143

認
定
子
ど
も
園

その他
離婚 傷病（入院を含む）

実父

1,294

実母以外の母親

47

乳児院

0

30 3,321

家族環境 その他

52

その他

1

計

40

計

95

2

0

虐待

231

3

6

2,837

13

62

31

死亡

6

2 92

17

10

348

82

402

都道府県・指定都
市・中核市

児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

児童養護施設

30

0

0

10

家出（失踪を含む）

0

0

0

児童自立支援施設

1

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

0

1

2

市町村
家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

学校等

学
校

教
育
委
員
会
等

幼
稚
園

警
察
等

児
童
本
人

そ
の
他

近
隣
･
知
人

里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を

含
む

） 虐待者本人

家族

虐待者以外

親
戚

児童心理治療施設

2

0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

0

57
61
69
65
78
64
82
65
73
53
58
48
38
3

2
3
4
2
2
1
3
8
2
4
4
2
2
1

116
95
116
74
114
78

22
24

94
89
99
85

18
20
25
19
14
20

14
13
10
2

46
5

67
47

193
179
214
160
208
163
201
186
191
156
143
110

17
14

96
11

６
　

児
童

相
談

所
に

お
け

る
調

査
・

診
断

及
び

心
理

療
法

・
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

等
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７　養護相談の理由別処理件数
岐　阜　県　計

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 16 0 0 5 182 0 3 46 8 15 0 5 4 186 0 0 29 11 256 14 1 0 8 25 1 14 31 10 5 43 49 16

性的虐待 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 11 1 0 1 0 12 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 1 2

心理的虐待 21 0 0 2 168 1 5 48 6 5 0 6 10 727 0 0 29 13 230 5 0 0 13 28 0 10 33 33 32 125 29 38
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 17 4 0 2 51 3 2 7 5 3 0 0 0 47 0 0 44 1 41 1 0 0 0 0 0 5 3 4 13 54 2 31

計 55 4 0 9 406 4 10 101 19 24 0 11 14 971 1 0 103 25 539 21 1 0 21 53 1 29 68 50 52 222 81 87

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 2,982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

法第47条第5項の勧告

0

0 0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

0 0 0 0

0 0

157

147

983 42 1,617 340 2,982

164
38 0 102 17
43 1 95 25

163
28 0 99 20
37 1 111 14

計

23 0 85 32 140

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

1

計

2,982

実父以外の父親

203

実母

1,295

その他

143

認
定
子
ど
も
園

その他
離婚 傷病（入院を含む）

実父

1,294

実母以外の母親

47

乳児院

0

30 3,321

家族環境 その他

52

その他

1

計

40

計

95

2

0

虐待

231

3

6

2,837

13

62

31

死亡

6

2 92

17

10

348

82

402

都道府県・指定都
市・中核市

児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

児童養護施設

30

0

0

10

家出（失踪を含む）

0

0

0

児童自立支援施設

1

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

0

1

2

市町村
家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

学校等

学
校

教
育
委
員
会
等

幼
稚
園

警
察
等

児
童
本
人

そ
の
他

近
隣
･
知
人

里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を

含
む

） 虐待者本人

家族

虐待者以外

親
戚

児童心理治療施設

2

0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

0

57
61
69
65
78
64
82
65
73
53
58
48
38
3

2
3
4
2
2
1
3
8
2
4
4
2
2
1

116
95
116
74
114
78

22
24

94
89
99
85

18
20
25
19
14
20

14
13
10
2

46
5

67
47

193
179
214
160
208
163
201
186
191
156
143
110

17
14

96
11

７　養護相談の理由別処理件数
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７　養護相談の理由別処理件数
中央子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 5 0 0 0 99 0 3 21 4 5 0 0 3 95 0 0 19 11 129 1 1 0 6 11 0 8 9 3 2 30 12 10

性的虐待 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

心理的虐待 6 0 0 1 87 1 4 16 4 4 0 0 10 375 0 0 22 9 123 0 0 0 4 13 0 5 16 13 7 81 19 23

保護の怠慢・拒否
（ネグレクト）

14 1 0 2 22 0 0 0 1 2 0 0 0 24 0 0 27 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 17 2 11

計 26 1 0 3 208 1 7 37 9 11 0 0 13 499 0 0 69 21 279 1 1 0 10 24 0 13 25 19 15 128 34 44

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 1,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

法第47条第5項の勧告

0

親
戚幼

稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

虐待者本人

近
隣
･
知
人

児
童
本
人

そ
の
他

家族

0 00 0 0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

0 0 0 0

18 843 150487

90

1,498

19 0 52 5
25 1 54 10

20 0 54 8 82
15 0

76

49 8
12 0 54 16

72

実母 実母以外の母親

82

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

0 0

虐待者以外

実父 実父以外の父親

668 100 633 15 1,498

その他 計

計

82

学校等 里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を

含
む

）

2 1

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
等

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

16

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

児童養護施設 乳児院 児童自立支援施設

13

その他

47

21

計

10239

1,699

38

1,4332 0 1 19

1 2 10

0 0 0 1 10 6

0 0 0 0 16 010

その他 計
虐待 その他

21

26

4

家出（失踪を含む） 死亡 離婚 傷病（入院を含む）
家族環境

197

児童心理治療施設

0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

5 97

37 1 66 9 113

28 0 64

32 1 58 4 95

30 1 54 4 89

43 1 49 11 104

30 1 44 7 82

32 2 44 9 87

34 0 42 6 82

26 0 31 8 65

35 4 45 13 97

19 0 19 8 46

29 4 41 10 84

20 1 22 8 51

1 1 1 1 4

７　養護相談の理由別処理件数
西濃子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 3 0 0 0 9 0 0 18 3 2 0 1 1 36 0 0 4 0 31 10 0 0 0 4 1 3 2 2 0 6 8 2

性的虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

心理的虐待 7 0 0 1 5 0 1 15 0 0 0 0 0 112 0 0 1 3 35 3 0 0 1 6 0 0 9 6 9 15 3 7
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 4 0 0 8 0 9 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 11 0 9

計 11 0 0 1 14 0 2 37 3 4 0 1 1 152 1 0 13 3 77 15 0 0 1 10 1 5 15 8 9 32 11 20

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

法第47条第5項の勧告

0

0 00

22

146 8 239 54 447

4 0 11 7
319 0 19

167

計
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

実母 実母以外の母親 その他

親
戚

447

里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）

計

幼
稚
園

虐待者本人

1 416

0

児童心理治療施設

22

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
等

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

児童自立支援施設

そ
の
他

虐待者以外

近
隣
･
知
人

学校等 児
童
本
人

7 2 0 0

学
校

2

その他 計

教
育
委
員
会
等

25

13

71

家族

11

その他 計

47

9

0

1

15

517

230 29

0 0

1

傷病（入院を含む）家出（失踪を含む） 死亡

1 0 0

4

0

離婚

0

児童養護施設 乳児院

0 0 0

0

0 0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

0 0

0

3

24
6 0 18 0 24
6 0 13 5

0 9 4 174

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待

165

実父 実父以外の父親

0 0 1

虐待 その他

9 2

家族環境

3

0 0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

6 0 15 3 24

8 2 18 6 34

14 0 5 2 21

9 2 13 6 30

7 0 19 3 29

6 0 8 0 14

18 0 21 1 40

7 0 12 1 20

16 2 12 4 34

7 0 14 3 24

5 2 13 1 21

7 0 9 2 18

7 0 8 2 17

0 0 2 1 3

７　養護相談の理由別処理件数
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７　養護相談の理由別処理件数
中央子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 5 0 0 0 99 0 3 21 4 5 0 0 3 95 0 0 19 11 129 1 1 0 6 11 0 8 9 3 2 30 12 10

性的虐待 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

心理的虐待 6 0 0 1 87 1 4 16 4 4 0 0 10 375 0 0 22 9 123 0 0 0 4 13 0 5 16 13 7 81 19 23

保護の怠慢・拒否
（ネグレクト）

14 1 0 2 22 0 0 0 1 2 0 0 0 24 0 0 27 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 17 2 11

計 26 1 0 3 208 1 7 37 9 11 0 0 13 499 0 0 69 21 279 1 1 0 10 24 0 13 25 19 15 128 34 44

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 1,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

法第47条第5項の勧告

0

親
戚幼

稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

虐待者本人

近
隣
･
知
人

児
童
本
人

そ
の
他

家族

0 00 0 0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

0 0 0 0

18 843 150487

90

1,498

19 0 52 5
25 1 54 10

20 0 54 8 82
15 0

76

49 8
12 0 54 16

72

実母 実母以外の母親

82

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

0 0

虐待者以外

実父 実父以外の父親

668 100 633 15 1,498

その他 計

計

82

学校等 里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を

含
む

）

2 1

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
等

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

16

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

児童養護施設 乳児院 児童自立支援施設

13

その他

47

21

計

10239

1,699

38

1,4332 0 1 19

1 2 10

0 0 0 1 10 6

0 0 0 0 16 010

その他 計
虐待 その他

21

26

4

家出（失踪を含む） 死亡 離婚 傷病（入院を含む）
家族環境

197

児童心理治療施設

0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

5 97

37 1 66 9 113

28 0 64

32 1 58 4 95

30 1 54 4 89

43 1 49 11 104

30 1 44 7 82

32 2 44 9 87

34 0 42 6 82

26 0 31 8 65

35 4 45 13 97

19 0 19 8 46

29 4 41 10 84

20 1 22 8 51

1 1 1 1 4

７　養護相談の理由別処理件数
西濃子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 3 0 0 0 9 0 0 18 3 2 0 1 1 36 0 0 4 0 31 10 0 0 0 4 1 3 2 2 0 6 8 2

性的虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2

心理的虐待 7 0 0 1 5 0 1 15 0 0 0 0 0 112 0 0 1 3 35 3 0 0 1 6 0 0 9 6 9 15 3 7
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 0 4 0 0 8 0 9 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 11 0 9

計 11 0 0 1 14 0 2 37 3 4 0 1 1 152 1 0 13 3 77 15 0 0 1 10 1 5 15 8 9 32 11 20

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

法第47条第5項の勧告

0

0 00

22

146 8 239 54 447

4 0 11 7
319 0 19

167

計
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

実母 実母以外の母親 その他

親
戚

447

里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）

計

幼
稚
園

虐待者本人

1 416

0

児童心理治療施設

22

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
等

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

児童自立支援施設

そ
の
他

虐待者以外

近
隣
･
知
人

学校等 児
童
本
人

7 2 0 0

学
校

2

その他 計

教
育
委
員
会
等

25

13

71

家族

11

その他 計

47

9

0

1

15

517

230 29

0 0

1

傷病（入院を含む）家出（失踪を含む） 死亡

1 0 0

4

0

離婚

0

児童養護施設 乳児院

0 0 0

0

0 0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

0 0

0

3

24
6 0 18 0 24
6 0 13 5

0 9 4 174

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待

165

実父 実父以外の父親

0 0 1

虐待 その他

9 2

家族環境

3

0 0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

6 0 15 3 24

8 2 18 6 34

14 0 5 2 21

9 2 13 6 30

7 0 19 3 29

6 0 8 0 14

18 0 21 1 40

7 0 12 1 20

16 2 12 4 34

7 0 14 3 24

5 2 13 1 21

7 0 9 2 18

7 0 8 2 17

0 0 2 1 3

７　養護相談の理由別処理件数
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７　養護相談の理由別処理件数
中濃子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 5 0 0 2 61 0 0 5 0 4 0 1 0 25 0 0 5 0 65 2 0 0 1 5 0 3 3 5 3 4 19 1

性的虐待 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

心理的虐待 7 0 0 0 58 0 0 7 1 1 0 6 0 112 0 0 0 1 58 2 0 0 6 7 0 5 1 8 6 10 4 6
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 0 3 0 0 26 0 1 2 4 0 0 0 0 8 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 19 0 11

計 12 3 0 2 150 0 1 14 5 5 0 7 0 150 0 0 7 1 132 4 0 0 7 12 0 10 4 17 14 33 23 18

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

219 14

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

法第47条第5項の勧告

0

401 25 3
7
8 25

警
察
等

7 0 18 6

5 0 26

学校等 里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）
家族

幼
稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

児
童
本
人

そ
の
他

親
戚

近
隣
･
知
人

虐待者本人 虐待者以外

10 55

計その他

2 0 0 2 0 4

0 0

1

20

1 1

0 7 601 8

0 8

3 0

0 1 4

667

4 3

家出（失踪を含む） 死亡 離婚

0 10 0

0

0 0

0

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

00

0

0 0

0 0

631

38

31
15 7

0

306 92

保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

31

11

9 0

19

計

2 0 15

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待

計実父 実父以外の父親 実母 実母以外の母親

33 631226

その他

児童自立支援施設 児童心理治療施設

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

35 318

児童養護施設 乳児院

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

48

25

その他 計傷病（入院を含む）
家族環境

虐待 その他

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

0 0

13 2 24 5 44

15 0 19 6 40

21 1 26 6 54

15 0 10 6 31

16 2 13 6 37

14 1 11 7 33

15 0 21 5 41

19 0 13 7 39

12 2 10 0 24

13 4 21 7 45

8 0 7 1 16

13 0 24 2 39

9 1 7 3 20

2 0 1 0 3

７　養護相談の理由別処理件数
東濃子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 1 0 0 3 9 0 0 2 1 4 0 0 0 27 0 0 0 0 23 0 0 0 1 3 0 0 12 0 0 3 9 1

性的虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心理的虐待 1 0 0 0 7 0 0 10 1 0 0 0 0 95 0 0 6 0 11 0 0 0 2 0 0 0 4 3 8 14 0 2
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0

計 4 0 0 3 19 3 0 12 2 4 0 0 0 128 0 0 13 0 40 0 0 0 3 3 0 0 16 3 11 23 9 3

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

17

0

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

0

管理権喪失
取り消し

13 1

0 0 0 0

0 0

1 0 8
0 0 10 2

3 0

99 2 164 34 299

計

299

その他

3

11

6

虐待者以外

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）
家族

虐待者本人

計

親
戚

近
隣
･
知
人

児
童
本
人

そ
の
他

その他児童自立支援施設 児童心理治療施設

1

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

1 0 7

児童養護施設

学校等 里
親幼

稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

乳児院

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
等

5

308

0 0 0

計

11 6 210

0 1

4

6

0

2 0

1 287 13

離婚

3

傷病（入院を含む）
家族環境

その他 計
虐待 その他

0 7

家出（失踪を含む） 死亡

性的虐待

2

12 2 16

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

0

親権停止取り
消し

0

法第47条第5項の勧告

保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

7 0
12

6

2 0

身体的虐待

実父 実父以外の父親 実母 実母以外の母親

0

120 25 145

3

心理的虐待

0 0 0

1 0 0

0 00

0 7

0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

0

8 0 8 4 20

6 1 10 3 20

9 0 11 1 21

6 0 10 4 20

12 0 11 1 24

10 0 8 5 23

5 0 10 1 16

3 1 10 5 19

3 0 12 1 16

9 0 6 1 16

6 0 3 0 9

3 0 7 0 10

11 0 9 0 20

0 0 1 0 1

７　養護相談の理由別処理件数
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７　養護相談の理由別処理件数
中濃子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 5 0 0 2 61 0 0 5 0 4 0 1 0 25 0 0 5 0 65 2 0 0 1 5 0 3 3 5 3 4 19 1

性的虐待 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0

心理的虐待 7 0 0 0 58 0 0 7 1 1 0 6 0 112 0 0 0 1 58 2 0 0 6 7 0 5 1 8 6 10 4 6
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 0 3 0 0 26 0 1 2 4 0 0 0 0 8 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 19 0 11

計 12 3 0 2 150 0 1 14 5 5 0 7 0 150 0 0 7 1 132 4 0 0 7 12 0 10 4 17 14 33 23 18

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

219 14

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

法第47条第5項の勧告

0

401 25 3
7
8 25

警
察
等

7 0 18 6

5 0 26

学校等 里
親

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）
家族

幼
稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

児
童
本
人

そ
の
他

親
戚

近
隣
･
知
人

虐待者本人 虐待者以外

10 55

計その他

2 0 0 2 0 4

0 0

1

20

1 1

0 7 601 8

0 8

3 0

0 1 4

667

4 3

家出（失踪を含む） 死亡 離婚

0 10 0

0

0 0

0

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

00

0

0 0

0 0

631

38

31
15 7

0

306 92

保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

31

11

9 0

19

計

2 0 15

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待

計実父 実父以外の父親 実母 実母以外の母親

33 631226

その他

児童自立支援施設 児童心理治療施設

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

35 318

児童養護施設 乳児院

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

48

25

その他 計傷病（入院を含む）
家族環境

虐待 その他

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

0 0

13 2 24 5 44

15 0 19 6 40

21 1 26 6 54

15 0 10 6 31

16 2 13 6 37

14 1 11 7 33

15 0 21 5 41

19 0 13 7 39

12 2 10 0 24

13 4 21 7 45

8 0 7 1 16

13 0 24 2 39

9 1 7 3 20

2 0 1 0 3

７　養護相談の理由別処理件数
東濃子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 1 0 0 3 9 0 0 2 1 4 0 0 0 27 0 0 0 0 23 0 0 0 1 3 0 0 12 0 0 3 9 1

性的虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心理的虐待 1 0 0 0 7 0 0 10 1 0 0 0 0 95 0 0 6 0 11 0 0 0 2 0 0 0 4 3 8 14 0 2
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0

計 4 0 0 3 19 3 0 12 2 4 0 0 0 128 0 0 13 0 40 0 0 0 3 3 0 0 16 3 11 23 9 3

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

17

0

家
庭
裁
判
所

保健所及
び医療機

関

0

管理権喪失
取り消し

13 1

0 0 0 0

0 0

1 0 8
0 0 10 2

3 0

99 2 164 34 299

計

299

その他

3

11

6

虐待者以外

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）
家族

虐待者本人

計

親
戚

近
隣
･
知
人

児
童
本
人

そ
の
他

その他児童自立支援施設 児童心理治療施設

1

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

1 0 7

児童養護施設

学校等 里
親幼

稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

乳児院

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

警
察
等

5

308

0 0 0

計

11 6 210

0 1

4

6

0

2 0

1 287 13

離婚

3

傷病（入院を含む）
家族環境

その他 計
虐待 その他

0 7

家出（失踪を含む） 死亡

性的虐待

2

12 2 16

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

0

親権停止取り
消し

0

法第47条第5項の勧告

保護の怠慢・拒
否（ネグレクト）

7 0
12

6

2 0

身体的虐待

実父 実父以外の父親 実母 実母以外の母親

0

120 25 145

3

心理的虐待

0 0 0

1 0 0

0 00

0 7

0

0 0

後見人選任の
請求

後見人解任の
請求

0

8 0 8 4 20

6 1 10 3 20

9 0 11 1 21

6 0 10 4 20

12 0 11 1 24

10 0 8 5 23

5 0 10 1 16

3 1 10 5 19

3 0 12 1 16

9 0 6 1 16

6 0 3 0 9

3 0 7 0 10

11 0 9 0 20

0 0 1 0 1

７　養護相談の理由別処理件数
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７　養護相談の理由別処理件数
飛騨子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 8 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1 2

性的虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心理的虐待 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 3 3 2 5 3 0
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

計 2 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 3 0 42 0 0 1 0 11 1 0 0 0 4 0 1 8 3 3 6 4 2

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

家
庭
裁
判
所

0

0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

法第47条第5項の勧告

0 0 0

0 0

0

32 10

0 0

4

1070 65

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

後見人選任の
請求

0

5
1 0 1 1 3
0 0 4 1

3 0 1 1 5

107

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト） 計

50 14

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

実父 実父以外の父親

そ
の
他

幼
稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

虐待者本人

近
隣
･
知
人

親
戚

9

虐待者以外

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）
家族 児

童
本
人

1

6

里
親

3 1 0 0 0 4

児童養護施設 乳児院

0 0

家出（失踪を含む） 死亡 離婚

0 0 0 0

その他 計
虐待 その他

1 0

4 2 0 6

0

家族環境
傷病（入院を含む）

1 0 4

2 0 2

19100

34 0 9

保健所及
び医療機

関

学校等

児童心理治療施設

2

2

0 5

その他

2

警
察
等

実母以外の母親

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

計

児童自立支援施設

実母

0

0 0

2

その他

0 0

0

計

130

0

0 0

0

後見人解任の
請求

0

0

2 0 5 1 8

3 0 3 1 7

2 0 14 1 17

1 0 8 0 9

4 0 2 1 7

5 0 3 0 8

3 0 3 1 7

1 0 1 1 3

1 0 2 1 4

1 0 3 0 4

0 0 4 0 4

1 0 4 0 5

0 0 0 0 0

1 0 1 0 2

８
　
里
親
状
況

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

9
0

4
2

5
6

4
3

3
0

2
6
1

1
0

2
3

7
2

2
4

5
6

2
0

3
1
6

9
5

3
8

5
7

5
0

2
9

2
6
9

2
0

7
8

7
2

4
4

1
1

2
6

3
1

2
3

9
4

4
1

1
1
9

2
2

5
1
0

9
2

4
8

登
録

里
親

数
7
7

3
4

4
7

4
3

2
5

2
2
6

9
2

5
7

3
2
6

4
5

3
0

3
1
5

8
2

3
1

4
9

5
0

2
5

2
3
7

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
1
4

1
4

6
2

2
7

9
1

3
2

1
1
6

6
0

3
0

1
1
0

1
7

2
4

8
2

3
3

登
録

里
親

数
2

1
1

0
1

5
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
3

1
1

0
1

6

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1

認
定

里
親

数
4

2
3

0
0

9
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
3

2
3

0
0

8

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
4

2
3

0
0

9
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
3

2
3

0
0

8

登
録

里
親

数
3
8

1
9

2
7

1
6

1
6

1
1
6

7
0

2
4

0
1
3

1
2

1
0

1
5

4
4

1
7

2
8

2
0

1
5

1
2
4

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
2

4
1

1
0

8
2

1
3

1
0

7
2

4
1

1
0

8
2

1
3

1
0

7

前
年

度
末

現
在

新
  
規

（
年

度
中

）

（ 再 　 　 掲 ）認
定

及
び

登
録

里
親

数

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数

養 育 里 親 専 門 里 親 親 族 里 親

3
0

養 子 縁 組 里 親

取
  
消

（
年

度
中

）

事
業

所
数

定
員

入
所

（
年

度
中

）
退

所
（
年

度
中

）

年
度

末
現

在

措
置

人
員

措
置

人
員

福
祉

行
政

報
告

例
　

第
５

６
表

年
度

末
在

籍
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
（
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）

7
4
1

3
4

措
置

人
員

７　養護相談の理由別処理件数
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７　養護相談の理由別処理件数
飛騨子ども相談センター

１．養護相談の理由

児童福祉施設に入所

里親委託

面接指導

その他

（１）児童福祉施設に入所の内訳

児童福祉施設に入所

（２）虐待相談の相談種別・経路

児
童
相
談
所

福
祉
事
務
所

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

福
祉
事
務
所

児
童
委
員

保
健
セ
ン
タ
ー

そ
の
他

保
育
所

児
童
福
祉
施
設

指
定
医
療
機
関

保
健
所

医
療
機
関

父
親

母
親

そ
の
他

父
親

母
親

そ
の
他

身体的虐待 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 8 1 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 1 2

性的虐待 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

心理的虐待 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 3 3 2 5 3 0
保護の怠慢・拒否
（ネグレクト） 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0

計 2 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 3 0 42 0 0 1 0 11 1 0 0 0 4 0 1 8 3 3 6 4 2

（３）虐待相談の主な虐待者

相談件数

（４）被虐待者の年齢・相談種別

０歳
１歳

２歳
３歳
４歳
５歳
６歳
７歳
８歳
９歳
１０歳
１１歳
１２歳
１３歳
１４歳
１５歳
１６歳
１７歳
１８歳

計

（５）児童虐待防止法関係

安
全
確
認

出
頭
要
求

立
入
調
査

再
出
頭
要
求

臨
検
・
捜
索

援
助
要
請

保
護
者
指
導
勧
告

一
時
保
護
・
施
設
措
置
等

親
権
喪
失
審
判

親
権
停
止
審
判

管
理
権
喪
失
審
判

全
部
制
限

面
会
制
限

通
信
制
限

住
所
情
報
の
制
限

接
近
禁
止
命
令

件　数 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

２．親権・後見人関係

請求件数

承認件数

件　　数 福祉行政報告例　第４９表

認
定
子
ど
も
園

家
庭
裁
判
所

0

0

管理権喪失の請
求

親権喪失取り
消し

法第47条第5項の勧告

0 0 0

0 0

0

32 10

0 0

4

1070 65

親権停止取り
消し

管理権喪失
取り消し

後見人選任の
請求

0

5
1 0 1 1 3
0 0 4 1

3 0 1 1 5

107

身体的虐待 性的虐待 心理的虐待
保護の怠慢・拒
否（ネグレクト） 計

50 14

都道府県・指定都
市・中核市

市町村
児童福祉施設・
指定発達支援
医療機関

実父 実父以外の父親

そ
の
他

幼
稚
園

学
校

教
育
委
員
会
等

虐待者本人

近
隣
･
知
人

親
戚

9

虐待者以外

児
童
委
員

（
通
告
の
仲
介
を
含

む

）
家族 児

童
本
人

1

6

里
親

3 1 0 0 0 4

児童養護施設 乳児院

0 0

家出（失踪を含む） 死亡 離婚

0 0 0 0

その他 計
虐待 その他

1 0

4 2 0 6

0

家族環境
傷病（入院を含む）

1 0 4

2 0 2

19100

34 0 9

保健所及
び医療機

関

学校等

児童心理治療施設

2

2

0 5

その他

2

警
察
等

実母以外の母親

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

計

児童自立支援施設

実母

0

0 0

2

その他

0 0

0

計

130

0

0 0

0

後見人解任の
請求

0

0

2 0 5 1 8

3 0 3 1 7

2 0 14 1 17

1 0 8 0 9

4 0 2 1 7

5 0 3 0 8

3 0 3 1 7

1 0 1 1 3

1 0 2 1 4

1 0 3 0 4

0 0 4 0 4

1 0 4 0 5

0 0 0 0 0

1 0 1 0 2

８
　
里
親
状
況

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

中  央

西  濃

中  濃

東  濃

飛  騨
計

9
0

4
2

5
6

4
3

3
0

2
6
1

1
0

2
3

7
2

2
4

5
6

2
0

3
1
6

9
5

3
8

5
7

5
0

2
9

2
6
9

2
0

7
8

7
2

4
4

1
1

2
6

3
1

2
3

9
4

4
1

1
1
9

2
2

5
1
0

9
2

4
8

登
録

里
親

数
7
7

3
4

4
7

4
3

2
5

2
2
6

9
2

5
7

3
2
6

4
5

3
0

3
1
5

8
2

3
1

4
9

5
0

2
5

2
3
7

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
1
4

1
4

6
2

2
7

9
1

3
2

1
1
6

6
0

3
0

1
1
0

1
7

2
4

8
2

3
3

登
録

里
親

数
2

1
1

0
1

5
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
3

1
1

0
1

6

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1

認
定

里
親

数
4

2
3

0
0

9
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
3

2
3

0
0

8

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
4

2
3

0
0

9
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
3

2
3

0
0

8

登
録

里
親

数
3
8

1
9

2
7

1
6

1
6

1
1
6

7
0

2
4

0
1
3

1
2

1
0

1
5

4
4

1
7

2
8

2
0

1
5

1
2
4

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数
2

4
1

1
0

8
2

1
3

1
0

7
2

4
1

1
0

8
2

1
3

1
0

7

前
年

度
末

現
在

新
  
規

（
年

度
中

）

（ 再 　 　 掲 ）認
定

及
び

登
録

里
親

数

児
童

が
委

託
さ

れ
て

い
る

里
親

数

養 育 里 親 専 門 里 親 親 族 里 親

3
0

養 子 縁 組 里 親

取
  
消

（
年

度
中

）

事
業

所
数

定
員

入
所

（
年

度
中

）
退

所
（
年

度
中

）

年
度

末
現

在

措
置

人
員

措
置

人
員

福
祉

行
政

報
告

例
　

第
５

６
表

年
度

末
在

籍
小

規
模

住
居

型
児

童
養

育
事

業
（
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
）

7
4
1

3
4

措
置

人
員

８
　

里
親

状
況
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９
　
里
親
委
託
事
業

児 童 福 祉 施 設

か ら 委 託

家 庭 か ら 委 託

そ の 他
計

保 護 の 必 要 が

な く な り 帰 宅

普 通 養 子 縁 組

特 別 養 子 縁 組

満 年
逃 亡

死 亡
就 職

そ の 他
計

児 童 福 祉 施 設

に 入 所

他 の 里 親 に 委

託
そ の 他

計

中
　
央

3
1
3

5
2
1

1
0

2
1

0
0

1
0

5
4

2
0

6
4
0

西
　
濃

1
1

0
2

0
0

3
0

0
0

0
0

3
0

0
0

0
7

中
　
濃
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0
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2

0
0

1
0

0
0

1
1
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0
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0

1
7

東
　
濃
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3
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3
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0

1
0

0
0
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0

1
0

0
0

0
9

飛
　
騨

0
0

1
1

0
0

1
0

0
0

0
0

1
0

1
0

1
1

計
4

1
7

8
2
9

1
0

8
1

0
0

2
1

1
3

4
4

0
8

6
4

中
　
央

2
8

5
1
5

1
0

0
0

0
0

1
0

2
4

2
0

6
3
1

西
　
濃

1
1

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0

0
5

中
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0
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1
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0
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0
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2

東
　
濃
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0
0

0
0
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0
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0
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0
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0

0
8

飛
　
騨
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0

1
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
1

計
3

1
1

7
2
1

1
0

0
0

0
0

1
1

3
4

4
0

8
4
7

中
　
央

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

西
　
濃

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

中
　
濃

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

東
　
濃

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

飛
　
騨

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

計
0

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1

中
　
央

0
0

0
0

0
0

0
1

0
0

0
0

1
0

0
0

0
3

西
　
濃

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

中
　
濃

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0

1
0

0
0

0
4

東
　
濃

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

飛
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0
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1
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0
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0
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1

飛
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0
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0
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0
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0
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1
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1
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0

0
8

0
0

0
0
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0
0

0
0
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1
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1
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1

0
0
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0
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1
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里
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さ
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児
童
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又
は
変
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さ
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た
児
童
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中
）
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児 童 数

新
規
又
は
措
置
変
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に
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り
委
託
さ

れ
た
　
児
童
数
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年
度
中
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除

養
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里
親
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託
さ
れ
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児
童
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里
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に
委
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児
童

親
族
里
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に
委
託
さ
れ
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児
童

養
子
縁
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と
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希
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す
る
里
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に
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に
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祉
行
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第
５
７
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（ 里 親 の 種 類 別 ）

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨

8
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1
1

0
1
3

1
4

2
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3
0

1
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1
8

2
6

5
1

3
2
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0
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8
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0

0
0
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0

1
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0
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1

0
0

0
0

0
0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
2

4
0

0
9

9

5
0

1
1

0
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0

0
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2

2
0

2
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3
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2
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2
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3
0

福
祉
行
政
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告
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託
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れ
て

い
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児
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 フ
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ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
委

託
さ

れ
て

い
る

児
童

  
養

育
里

親
に

委
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さ
れ

て
い
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児
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専

門
里

親
に

委
託

さ
れ

て
い
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児
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親

族
里

親
に

委
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れ
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養

子
縁

組
に

よ
っ

て
養

親
と

な
る

こ
と

を
  

希
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す
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里
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れ
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い
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児
童

里 親 の 種 類

年
　

齢
　

階
　

級
　

別
　

委
　

託
　

児
　

童
　

数
　

（
年
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末

）

計
３

歳
未

満

計

３
～

６
歳

計

７
歳

以
上

計

９
　

里
親

委
託

事
業
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９
　
里
親
委
託
事
業

児 童 福 祉 施 設

か ら 委 託

家 庭 か ら 委 託

そ の 他
計

保 護 の 必 要 が

な く な り 帰 宅

普 通 養 子 縁 組

特 別 養 子 縁 組

満 年
逃 亡

死 亡
就 職

そ の 他
計

児 童 福 祉 施 設

に 入 所

他 の 里 親 に 委

託
そ の 他

計
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里
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中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨

中 　 央

西 　 濃

中 　 濃

東 　 濃

飛 　 騨
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西 　 濃
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飛 　 騨
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